
 

̶ 2 ̶ 

 １ あなた自身のことについて（回答日時点の状況でお答えください）     

問１ お住まいを丁目まで記載してください。 

 

 

 

問２ 年齢に○をつけてください。 

１ １６～１９歳  ２ ２０～２９歳  ３ ３０～３９歳  ４ ４０～４９歳 

５ ５０～５９歳  ６ ６０～６９歳  ７ ７０～７９歳  ８ ８０歳～ 

問３ 性別に○をつけてください。 

１ 男          ２ 女          ３ その他 

問４ 職業に○をつけてください。 

１ 自営業・事業主      ２ 会社員、公務員、団体職員 

３ パート・臨時（非常勤、嘱託、派遣 等を含む） 

４ その他就業者（家族従業者、農業従業者 等） 

５ 家事専業         ６ 学生        ７ 無職 

８ その他［              ］ 

問５ 同居する家族構成に○をつけてください。 

１ 一世代家族（例：あなたと夫・妻・パートナー） 

２ 二世代家族（例：あなたと子ども・父母） 

３ 三世代家族（例：あなたと子どもと孫・子どもと父母・祖父母と父母） 

４ 一人暮らし 

５ その他［              ］ 

          丁目（例： 世田谷  １ 丁目） 

世田谷総合支所 

玉川通り 
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問６ 世田谷区での居住年数に○をつけてください。 

１  １年未満              ２  １年以上３年未満 

３  ３年以上６年未満          ４  ６年以上１０年未満  

５  １０年以上２０年未満        ６  ２０年以上 

 

 ２ 身近なまちの満足度について      

問７  

（１）平成２７年４月に策定した「世田谷区都市整備方針（地域整備方針）」の中で、概ね

２０年後を見据えた世田谷地域のまちの姿を、下表のⅠ～Ⅴの 〈テーマ〉に沿って設

定しました。お住まいのまちについて、Ⅰ～Ⅴのまちの姿に対する現在の満足度をお

聞かせください。１（満足）から５（不満）のいずれかに○をつけてください。 

（２）Ⅰ～Ⅴの中で、あなたが特に重要だと思うもの１つに○をつけてください。 

世田谷地域のまちの姿 

（１）満足度 
（２） 

特に重要 

(１つに○) 

満足 
やや 

満足 
普通 

やや

不満 
不満 

I 

〈安全で災害に強いまち〉 

建築物が不燃化され、道路や公園な

どが整備された、防災性が高く災害

に強い安全で安心なまち 

１ ２ ３ ４ ５  

II 

〈みどり豊かで住みやすいまち〉 

みどりを保全 ・創出し、良好な住環境

が維持された、快適に暮らせるまち 

１ ２ ３ ４ ５ 
 

III 

〈活動・交流の拠点をもつまち〉 

各拠点の特性を活かした、誰もが交

流でき利用しやすい、にぎわいと活

力のあるまち 

１ ２ ３ ４ ５ 
 

IV 

〈地域資源の魅力を高めるまち〉 

歴史的資産や文化 ・自然 ・知的資源を

活かし育む魅力あふれるまち 

１ ２ ３ ４ ５ 
 

V 

〈誰もが快適に移動できるまち〉 

交通ネットワークや生活道路などの

交通環境の整備が進み、誰もが安心

して安全で快適に移動できるまち 

１ ２ ３ ４ ５  

（次ページにつづく） 
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問７で回答いただいたⅠ～Ⅴのそれぞれの項目についてお聞きします。 

 

Ⅰ 安全で災害に強いまちについて 
 

問８ お住まいの地域で、積極的に取り組むべきと思うことについて、あてはまるもの２つ

に○をつけてください。 

１ 火災が燃え広がらないよう、広い道路を整備する 

２ 火災に強い燃えにくい建物を増やす 

３ ブロック塀が壊れないようにする 

４ 火災時の消火に使用する消火栓や防火水槽を整備する 

５ 木造住宅が密集している地域に公園を整備する 

６ 災害時に避難しやすいように、安全な避難路を整備する 

７ 雨水が短時間に河川に流れ込まないように、地面に浸透させる施設や一時 

的に雨水を貯める貯留槽などを整備する 

８ 地震に強い壊れにくい建物を増やす 

９ 無電柱化を進める 

１０ 防災活動の拠点や一時集合場所などとなる身近な公園を配置する。 

１１ その他 

［ ］ 

 

問９ 世田谷地域内で特に災害に強いまちにすべきだと思う場所や状況があれば、理由を

添えて教えてください。 

場所・状況 

理由 

 
世田谷総合支所 

玉川通り 
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問１０ 老朽木造住宅が密集する地区 （太子堂二 ・三丁目地区、池尻四丁目 ・三宿二丁目地

区、区役所周辺地区、太子堂五丁目 ・若林二丁目地区）では、地区内の防災性向上

のため、防災街づくりの事業や規制誘導による街づくりを進めています。あなたは、

老朽木造住宅密集地域における街づくりについてどのように思いますか。あてはま

るもの１つに〇をつけてください。３「他の地区でも取り組んで欲しい」、４「必

要ないと思う」については、その理由もお聞かせください。 

１ 継続して取り組んでほしい 

２ 取組みを知らない 

３ 他の地区でも取り組んで欲しい 

  ［地区名・理由： ］ 
４ 必要ないと思う 

  ［理由： ］ 

 

 

【コラム】太子堂二・三丁目の防災街づくりの取組み 

資料①：世田谷地域これまでの主な取組み❺ 

・太子堂二・三丁目では、昭和 50 年代から、地震等による災害に備えまちの安全性を高め

るために、防災街づくりの取組みを進めています。 

 

主な取組み 

＜主要な道路の拡幅＞ 

※円滑な消火救援活動や 

 避難のため 

 

 

＜通り抜け路の整備＞ 

※行き止まり路の改善 

 円滑な避難や 

 消火救援活動のため 

 

 

 

＜ポケットパークの整備＞ 

てんとうむし広場 

※空地の確保による 

 防災性の向上 

 住環境の改善 

整備前 整備後 

整備前 整備後 

（次ページにつづく） 

整備前 整備後 
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Ⅱ みどり豊かで住みやすいまちについて 
 

問１１ お住まいの地域で、積極的に取り組むべきと思うことについて、あてはまるもの２

つに○をつけてください。 

１ 公共施設においてみどりを保全・創出し、積極的に緑化を行う 

２ 民有地においてみどりを保全・創出し、積極的に緑化を行う 

３ 地区特性に応じた敷地内の緑化に関するルールづくりを進める 

４ 大規模な敷地で建替え等がある場合は、公園やオープンスペースの整備、緑化

などを進める 

５ 地域住民が身近にみどりや農に親しめる場をつくる 

６ 脱炭素社会に向けた環境負荷を低減するための取組みを行う 

７ 農地が点在する住宅地は、農地保全に努めるとともに、農地を宅地化する場合

は、良好な住環境の形成に必要な道路などの整備を一体的に進める 

８ その他 

  ［ ］ 

 

問１２ 世田谷地域内において 「みどり、住環境」の視点で、よい、もしくはよくなったと

思う場所や状況があれば、理由を添えて教えてください。 

場所・状況 

理由 

 

 

 

 

問１３ 世田谷地域内において 「みどり、住環境」の視点で、課題があると思う場所や状況

があれば、理由を添えて教えてください。 

場所・状況 

理由 
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Ⅲ 活動・交流の拠点をもつまちについて 
 

問１４ お住まいの地域で、積極的に取り組むべきと思うことについて、あてはまるもの２

つに○をつけてください。 

１ 歴史や文化、街並み等、まちの資源の活用により魅力を高める 

２ 日常生活に必要な店舗等や、交流の場を増やす 

３ 人々が集う公園や緑地・オープンスペースを活用し、交流の場をつくる 

４ 空き家や空き地等を活用し、交流の拠点をつくる 

５ 駅前広場・周辺道路などの安全性や利便性を高め、回遊性を高める 

６ コミュニティと日常生活を支える公共施設を確保する 

７ その他 

  ［                         ］ 

 

問１５ 世田谷地域内で、魅力的に感じる活動 ・交流拠点 （公共施設、民間施設）があれば、

理由を添えて教えてください。 

場所 

理由 

 

問１６ 地域の活動 ・交流の場として活用していきたい・活用してほしい場所 ・エリア （道

路や広場、公園などの公共施設、民間施設）があれば、理由を添えて教えてくださ

い。 

場所 

理由 

 

（次ページにつづく） 
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Ⅳ 地域資源の魅力を高めるまちについて 
 

問１７ お住まいの地域で、積極的に取り組むべきと思うことについて、あてはまるもの２

つに○をつけてください。 

１ 社寺林や農地など身近にある自然資源の魅力を発信する 

２ 代官屋敷などの文化財や史跡、歴史的価値の高い建築物や建造物、大山道など

の古道など、地域に点在する歴史的資産を活かしてまちの魅力を高める 

３ 三軒茶屋駅周辺など、にぎわいのある界わいや街なみを活かし魅力的な街づく

りを進める 

４ まちの魅力や特性を活かして、新たな地域資源を創出する 

５ 既にある地域資源をＰＲし、地域への愛着を高め、区民の郷土愛を育む 

６ その他 

  ［ ］ 

 

問１８ 世田谷地域内で、あなたが魅力的に感じる地域資源について、その場所と魅力的に

感じる理由を教えてください。また、さらに良くする方法やアイデアがあれば、あ

わせて教えてください。 

場所 

理由 

アイデア 
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Ⅴ 誰もが快適に移動できるまちについて 

問１９ お住まいの地域で、積極的に取り組むべきと思うことについて、あてはまるもの２

つに○をつけてください。 

１ 地区内を自動車で快適に移動できるようにする 

２ 買い物不便や通院などでのアクセスを確保する 

３ 歩行者や自転車利用者の安全性の向上を図る 

４ 住宅地内を通り抜ける自動車の交通を減らす 

５ 生活道路などの住宅地内の道路では、自動車の走行速度を制限する 

６ ６ｍ以上の道路の整備が不十分な地区の道路拡幅整備を進める 

７ 駐輪場や自転車走行路など自転車利用環境の向上を図る 

８ コミュニティバス※１やグリーンスローモビリティ※２の活用を進める 

９ コミュニティサイクルやシェアサイクル※３などの活用を進める 

１０ ユニバーサルデザイン※４の観点による街づくりを進める 

１１ その他 

  ［ ］ 

※１ コミュニティバス ：一般的には、行政が中心となり既存の路線以外でバスを必要としている地域に

走らせるバスのこと。 

※２ グリーンスローモビリティ：時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移

動サービスで、その車両も含めた総称。 

※３ コミュニティサイクル・シェアサイクル ：地域内に設置された複数のサイクルポート （自転車貸出

拠点）で、自由に自転車の貸出しや返却ができるシステム。世田谷区内では「がやリン」がある。 

※４ ユニバーサルデザイン ：年齢、性別、国籍、能力等に関わらず、できるだけ多くの人が利用しやす

い生活環境とする考え方。 

 

  

【コラム】松陰神社通りを中心とした街づくりの取組み 

・松陰神社通りは、平成 16 年度に東京都の 「ユニバーサルデザイン

福祉のまちづくり推進モデル事業」に選定されたことを受け、街

づくり協議会と区が一体となり、「誰にでもやさしくふれあいが生

まれる商店街」を目指し、ハード・ソフトの両面から集中的に整備

を実施してきました。また、令和５年６月に世田谷区移動円滑化

推進方針を策定し、松陰神社通りを含めた世田谷区役所周辺地区

は区で最もバリアフリーが進んだ促進地区として選定しました。 

排水を道路の中心に集め、道

路と店舗敷地との段差を解消 

線路に対して斜めだっ

た踏切を改善し、歩行

者やベビーカー、自動

車の渡りやすさを向上 多くの店舗で段差が解消され、安

心して買い物ができる空間に 

改良前 

改良後 

資料①：世田谷地域これまでの主な取組み❹ 

（次ページにつづく） 
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 ３ 世田谷地域の街づくりの取組みについて      

 

Ⅰ 三軒茶屋駅周辺について 

問２０ 三軒茶屋駅周辺に関する取組みについて、今後必要だと思うことについて、あては

まるもの３つまで〇をつけてください。 

１ 安全で歩きやすい、歩行者主体のまちづくり 

２ 駐輪場や自転車走行路など、自転車利用環境整備 

３ にぎわいと活気に満ちた利便性の高いまちづくり 

４ 誰もが暮らしやすいまちづくり 

５ 環境にやさしいまちづくり 

６ 災害に強いまちづくり 

７ 住民、事業者、行政などが共に参加し、協力しあうまちづくり 

８ 町会や・ＮＰＯ団体などと連携したまちづくり活動支援 

９ 文化・芸術や産業の中心的な場としてのまちづくり 

１０ 行政サービスの充実（窓口の拡充など） 

１１ 多様な働き方やライフスタイルが実現できるまちづくり 

１２ その他 

   ［                                        ］ 

問２１ 三軒茶屋駅周辺では、憩いや滞留、にぎわいの場所を創出するため、茶沢通りなど

の道路を活用し、人工芝やテーブル、イスなどを設置する社会実験を行っています。

こうした取組みについて、ご意見があれば教えてください。あてはまるもの１つに

○をつけてください。４の 「新たな取組みが必要だと思う」については、お考えも

お聞かせください。 

１ 継続して取り組んで欲しい 

２ 取組みは必要ない 

３ 取組みを知らない 

４ 新たな取組みが必要だと思う 

   ［ ］ 

問２２ 三軒茶屋駅周辺の街づくりについてご意見等がありましたらご記入ください。 
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Ⅱ 大規模な敷地における土地利用転換について 

問２３ 区では、大学・企業・官舎の土地や団地等、大規模な敷地において土地利用転換※

が行われる場合は、街づくり意識の醸成などに応じて、新たな街づくりの検討を行

います。今後、大規模な敷地において土地利用の転換がある場合、特に新たな街づ

くりの検討を行うべきだと考える場所（地区）があればご記入ください。 

   例）○○丁目 △△省の官舎がある場所 

 

場所 

 

 

※大規模な敷地において土地利用転換 ：例えば、大きな工場、集合住宅団地、企業の研修施設など

が取り壊され新たな建物が建設されるといった、大きな土地の使われ方が変化すること。 

 

問２４ 問２３でご記入いただいた場所 （地区）について、特に重要と考える街づくりの考

え方について、あてはまるものを２つまで○をつけてください。 

１ 安全で災害に強いまちをつくる 

２ みどり豊かで住みやすいまちをつくる 

３ 活動・交流の拠点をもつまちをつくる 

４ 地域資源の魅力を高めるまちをつくる 

５ 誰もが快適に移動できるまちをつくる 

６ その他 

 ［                                      ］ 

 

【コラム】三軒茶屋駅周辺の取組み  資料① ：世田谷地域これまでの主な取組み❷ 
・三軒茶屋駅周辺では、さまざまな取組みを実践しています。茶沢通り等では、歩いて楽し

い三茶のミライ実現に向けて社会実験を実施しています。 

令和４年 11 月 3 日 

滞留空間の創出 

自転車通行等の検証 

茶沢通り他 

令和４年 5 月 22 日 

滞留空間の創出 

茶沢通り 

令和４年 9 月 19 日 

グリーンスロー 

モビリティの設置 

茶沢通り他 

（次ページにつづく） 
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 ４ 世田谷地域の街づくりについて      

問２５ 区が世田谷地域のまちの姿 （問７をご参照ください）を実現するため、特に力を入

れるべきと思う場所があれば、理由を添えてご記入ください。 

場所 

理由 

 

問２６ 世田谷地域の街づくりについて、ご意見などありましたらご記入ください。 

 

 

 

 ５ 世田谷区全体の街づくりについて      

問２７ 世田谷区全体の街づくりについて、ご意見などありましたらご記入ください。 

 

 

 

 ６ 区民主体の身近な街づくりについて             

問２８ 街づくりを推進するためには、区民 ・事業者と区が協働して進めることが大切です

が、こうした街づくりへの関心や、街づくり活動への参加意向について、あてはま

るものに○をつけてください。差し支えない範囲で１については ［参加した活動名］、

３については［理由］をご記入ください。 

１ 既に参加している   

［参加した活動名：                     ］ 

２ 街づくりへの関心はあり、活動に参加してみたい 

３ 街づくりへの関心はあるが、活動に参加する意向はない 

  ［理由：                          ］ 

４ 街づくりへの関心はないが、情報は欲しい 

５ 街づくりへの関心はない 

６ その他 

［                             ］ 

 
 

質問は以上です。最後までご協力ありがとうございました。 

 


